
平 成 2 4 年 1 2 月 5 日
「行政機関ガイドブック」を作成、公表 総務省北海道管区行政評価局

（ 局 長 ： 杉 山 茂 ）

総務省北海道管区行政評価局では、北海道内に所在する国の行政機関の地方支分部局、

施設等機関その他の機関について、平成24年10月1日現在における各機関の名称、組織、所

掌事務、管轄区域等の情報を収録した北海道版「行政機関ガイドブック」を作成し、本日

公表いたしました（別添「行政機関ガイドブック」参照）。

当局では、平成15年度に国の行政機関、独立行政法人等の情報を収録した「行政機関等

ガイドブック」を作成し公表していますが、今回の「行政機関ガイドブック」は、国の行

政機関について最新の情報を収録したものであり、また、新たに相談・案内の窓口、電子

申請制度の窓口、モニター制度の窓口及びそれらの窓口の取扱時間についても掲載してい

ます。

○「行政機関ガイドブック」の利点

１ 北海道内の国の行政機関をすべて網羅

２ 次のような情報が一覧できるため、目的の情報を探しやすい 

(1) 所在地・所掌事務：国の行政機関がどこに所在しているか、どのような業務を行ってい

るか。 

(2) 情報公開・個人情報保護窓口：情報公開等についてはどこに相談すればよいか。 

(3) 相談・案内窓口：苦情や相談をどこに連絡すればよいのか。 など

３ 新たに、国の行政機関へのアクセスの利便に資する次の情報を掲載 

(1) 相談・案内窓口 

(2) モニター制度や電子申請制度窓口 

(3) 窓口の取扱時間

○「行政機関ガイドブック」の利用

この「行政機関ガイドブック」は、下記の北海道管区行政評価局のホームページにアクセスすれ

ば、どなたでもご覧になれます。 

http://www.soumu.go.jp/kanku/hokkaido.html

<本件照会先> 総務省北海道管区行政評価局第二部第三評価監視官室

（担 当） 山 西 、 萩 原
（電 話） 011-709-2311(内線3 139) (直通 ) 011-709-1804
（Ｆ Ａ Ｘ） 011-709-1843
（Eメール） hkd16@soumu.go.jp

やまにし はぎわら



 

  

    

  

    

  

   

     

   

    

   

    

  

    

 

   

    

   

    

  

     

   

    

   

    

   

     

  

    

〔参考資料〕 

「行政機関ガイドブック」に収録した国の行政機関及び掲載事項 

１ 収録した行政機関（北海道内の国の行政機関） 

行政機関：60機関（598ヵ所） 


内閣(3) 


〔内閣官房〕 


地域活性化統合事務局地方連絡室(1)、アイヌ総合政策室分室(1) 

〔人事院（事務総局）〕 

地方事務局(1) 

内閣府(6)


〔公正取引委員会（事務総局）〕 


地方事務所(1) 

〔警察庁〕 

警察情報通信部(5) 

総務省(5)

管区行政評価局(4)、総合通信局(1) 

法務省(125) 

法務局(27)、矯正管区(1)、地方更生保護委員会(1)、保護観察所(10)、地方入国

管理局(7)、法務総合研究所支所(1)、矯正研修所支所(1)、刑務所（13）、少年院

(4)、少年鑑別所(4) 

〔検察庁〕 

高等検察庁・地方検察庁・区検察庁(54) 

〔公安調査庁〕 

公安調査局(2) 

財務省(59) 

財務局(7)、税関(15)、財務総合政策研究所研修支所(1)、税関研修所支所(1) 

〔国税庁〕 

国税局(31)、国税不服審判所(1)、税務大学校地方研修所(1)、長官官房総務課監

督評価官室派遣監督評価官室(1)、長官官房国税庁監察官派遣国税庁監察官(1) 

厚生労働省(80)

地方厚生局(1)、都道府県労働局(64)、検疫所(13)、国立障害者リハビリテーショ

ンセンター自立支援局視力障害センター(1) 

〔中央労働委員会〕 

地方事務所(1) 

農林水産省(55)

農政事務所(9)、植物防疫所支所(7)、動物検疫所出張所(3) 



   

    

   

    

   

    

  

    

 

   

     

   

    

   

    

   

    

  

    

  

    

 

    

 

〔林野庁〕 

森林管理局(35) 

〔水産庁〕 

漁業調整事務所(1) 

経済産業省(3)

経済産業局(1)、産業保安監督部(2) 

国土交通省(164) 

北海道開発局(100)、地方運輸局(12)、地方航空局(11)（空港事務所、航空路監視

レーダー事務所等）、航空交通管制部(1)、国土地理院地方測量部(1) 

〔海難審判所〕 

地方海難審判所(1) 

〔運輸安全委員会〕 

運輸安全委員会事務局地方事務所(1) 

〔気象庁〕 

管区気象台(15)、海洋気象台(1) 

〔海上保安庁〕 

管区海上保安本部(21) 

環境省(16) 

地方環境事務所(15)、原子力規制事務所(1) 

防衛省(82) 

陸上自衛隊方面隊(52)、陸上自衛隊補給処(11)、海上自衛隊(4)、航空自衛隊(3)

自衛隊地区病院(1)、自衛隊地方協力本部(7)、技術研究本部試験場(1)、防衛局(3) 

（注）行政機関名の後の（ ）内数字は、下部機関を含む掲載機関数。 

２ 掲載事項 

○ 機関等名 

○ 郵便番号、所在地 

○ 電話番号、FAX番号、URL(ホームページアドレス) 

○ 設置根拠 

○ 所掌事務 

○ 管轄区域 

○ 組織 

○ 情報公開・個人情報保護窓口 

○ 相談・案内窓口 

○ 電子申請制度窓口 

○ モニター制度窓口 

○ 窓口の取扱時間 




